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衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
教
育
行
政
に
お
け
る
首
長
の
権
限
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
四
十
九
条
第
二
号
が
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
担
任
す
る
事
務

と
し
て
、
「
予
算
を
調
製
し
、
及
び
こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
地
教
行
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
五
号
が
、
地
方
公
共
団
体
の

長
が
管
理
し
執
行
す
る
教
育
に
関
す
る
事
務
と
し
て
、
「
教
育
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る
予
算
を
執
行
す
る
こ

と
」
と
規
定
し
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
教
育
に
関
す
る
事
務
に
係
る
予
算
を
調
製

し
、
執
行
す
る
職
務
権
限
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
教
育
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
一
概
に
お
答
え

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
教
育
に
関
す
る
事
務
に
係
る
目
標
の
設
定
は
、
そ
の
内
容
が
、

地
教
行
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
又
は
地
教
行
法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の

長
の
職
務
権
限
に
属
す
る
と
さ
れ
た
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
に
そ
の
職
務
権
限
が
あ
る

一



と
考
え
ら
れ
る
。

二


